
議案第８０号 

米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定することについて議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

提案理由 

都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第

337号）の公布に伴い、市街化調整区域において特例的に開発および建築を認める区域である

都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条第11号の条例で指定する土地の区域または同条第

12号の条例で定める区域に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されたこと

による条文の見直し、および環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途の見直

しを行うため、この案を提出するものである。 

 

 



米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成17年米原市条例第347号）

の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１項第３号を次のように改める。 

(３) 政令第29条の９各号に掲げる区域および政令第８条第１項第２号ハまたはニに掲げる

土地の区域に準ずる土地の区域（これらの区域およびその周辺の地域の状況等により開発

行為を行うことに支障がないと認められる区域を除く。）を含まない土地の区域 

第４条第２号ウ中「であるもの」の次に「（隣接する土地において行われた開発行為と一体

的な土地利用を行う場合は、一の開発行為とみなす。）」を加え、同号中エをオとし、ウの次

に次のように加える。 

エ 農地法（昭和27年法律第229号）第４条または第５条の規定による許可を受けたもの

にあっては、当該許可に係る工事の完了報告後、相当の期間が経過しているもの 

第５条第１項中「政令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まない土地

の区域における」を「政令第29条の９各号に掲げる区域（当該区域およびその周辺の地域の状

況等により開発行為を行うことに支障がないと認められる区域を除く。）を含まない区域にお

ける」に改める。 

 

   付 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に行われた法の規定による申請については、なお従前の例による。 



米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例新旧対照表（改正理由） 

改正後 現 行 改正理由 

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域) 

第３条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域

(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当

すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の

区域とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 政令第29条の９各号に掲げる区域および政令第８条第

１項第２号ハまたはニに掲げる土地の区域に準ずる土地の

区域(これらの区域およびその周辺の地域の状況等により

開発行為を行うことに支障がないと認められる区域を除

く。)を含まない土地の区域 

２～４ 略 

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途) 

第４条 法第34条第11号に規定する開発区域およびその周辺の

地域における環境の保全上支障があると認められる用途とし

て条例で定める予定建築物等の用途は、次の各号に掲げる建

築物以外の用途とする。 

(１) 略 

(２) 自己の居住の用に供する住宅以外の住宅(建築基準法

別表第２(い)項第２号に掲げるものを含む。)であって、

次のいずれにも該当するもの 

ア・イ 略 

ウ 開発行為の規模が、3,000平方メートル未満であるも

の(隣接する土地において行われた開発行為と一体的な

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域) 

第３条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域

(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当

すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の

区域とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 政令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の

区域および同号ハまたはニに掲げる土地の区域に準ずる土

地の区域を含まない土地の区域 

 

 

２～４ 略 

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途) 

第４条 法第34条第11号に規定する開発区域およびその周辺の

地域における環境の保全上支障があると認められる用途とし

て条例で定める予定建築物等の用途は、次の各号に掲げる建

築物以外の用途とする。 

(１) 略 

(２) 自己の居住の用に供する住宅以外の住宅(建築基準法

別表第２(い)項第２号に掲げるものを含む。)であって、

次のいずれにも該当するもの 

ア・イ 略 

ウ 開発行為の規模が、3,000平方メートル未満であるも

の 

 

 

 

 

 

 

・市街化調整区域において

特例的に開発および建築

を認める区域である法第3

4条第11号の条例で指定す

る土地の区域または同条

第12号の条例で定める区

域に災害リスクの高いエ

リアを含まないことを法

律上明確化されたことに

伴う改正 

 

 

 

 

 

・隣接する土地で一体的な

土地利用が行われる場合

における開発行為のみな



土地利用を行う場合は、一の開発行為とみなす。) 

エ 農地法(昭和27年法律第229号)第４条または第５条の規

定による許可を受けたものにあっては、当該許可に係る工

事の完了報告後、相当の期間が経過しているもの 

オ 略 

(法第34条第12号の条例で定める開発行為) 

第５条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的または予

定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第29条の９

各号に掲げる区域(当該区域およびその周辺の地域の状況等

により開発行為を行うことに支障がないと認められる区域を

除く。)を含まない区域における次の各号に掲げるとおりと

する。 

(１)・(２) 略 

２～４ 略 

 

 

 

 

エ 略 

(法第34条第12号の条例で定める開発行為) 

第５条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的または予

定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第８条第１

項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まない土地の

区域における次の各号に掲げるとおりとする。 

 

 

(１)・(２) 略 

２～４ 略 

 

 

し規定の追加 

・環境の保全上支障がある

と認められる予定建築物

等の適用外となる建築物

の追加 

・エの追加に伴う繰下げ 

 

・市街化調整区域において

特例的に開発および建築

を認める区域である法第3

4条第11号の条例で指定す

る土地の区域または同条

第12号の条例で定める区

域に災害リスクの高いエ

リアを含まないことを法

律上明確化されたことに

伴う改正 

 

 

 

 


